
お詫び 
 

 

 

このたびの弊組合所属タクシー会社の乗務員による駐車監視員の方に対する

公務執行妨害事件の発生につきまして、被害者の方、タクシーをご利用のお客様、

お取引先様、関係者の皆様方には、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと

を深くお詫び申し上げます。 

事実関係につきましては只今調査中でありますが、判明次第ご報告申しあげ

ます。 

タクシーは安心・安全を第一とする公共交通機関でありますが、この度のこと

は皆様の信頼を著しく失墜させるあってはならない行為であり、弊組合としま

しても厳粛に受け止めております。 

今後は弊組合の全会員会社一丸となって、再発防止を徹底し指導教育を重ね､

安全・ 安心なタクシーサービスの更なる向上に努める所存であります。 

取り急ぎ、ご迷惑とご心配をおかけしましたことのお詫びとご報告まで申し

上げます。 
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